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西東京・生活者ネットワーク
「このまちが好き」と子どもや若者が思える西東京市へ
〇子ども・若者施策
◎東京都の３Ｃ補助金（子ども）を活用し、子ども参加のまちづくりを進めてください。
・ボール遊びのできる公園を増やしてください。
・（仮称）子ども会議を、常設の会議体として設置してください。
・夏の危険な暑さに備え、教室および体育館の空調機器の更新を進めてください。
・児童生徒の要望に応え、学校トイレの環境整備に早急に取り組んでください。とりわけ、入り口扉およびトイレ用擬音装置など、プライバシー対策を早急に進めてください。
・学校施設および設備の劣化に伴う緊急対応に備え、充分な予算を確保してください。
・経済的に困窮する学生・若者のための事業を実施してください。

〇子育て支援施策
◎地域子育て支援センターを市内９のエリアに早期拡充し、未就学児の子育て支援を充実させてください。
・こども誰でも通園制度は、公設公営の基幹型保育園で実施してください。
・東京都のベビーシッター補助金を活用してください
・学童クラブの環境改善に向け、新たな施設確保と定員適正化に向けた取り組みを加速させてください。

生きづらさを抱えた子ども・若者に寄り添うまちへ
◎不登校の子ども、保護者の声を聞き取り、政策に反映してください。
・別室登校を全校に環境整備し、校内別室指導支援員を配置してください。
・不登校児童生徒のオンライン教材の活用状況を調査し、適宜見直しを行ってください。
・保護者間のつながりづくりと情報交換のために、スキップ教室、ニコモルーム・テラス主催の保護者会を開催してください。
・不登校の子と親を傷つける「西東京ルール」を見直し、（仮称）不登校対策基本方針を策定してください。
・スキップ教室を学校から切り離し、単館化してください。
・通常級における個別のニーズに対応するための人員確保を進めてください。




だれもが自分らしく過ごせるまち　「共」に生きる社会へ
〇高齢者
◎訪問介護事業所の事業継続に向けて、市独自の支援金を交付してください。
・高齢者見守り配食サービス事業は、食材費・人件費の高騰を踏まえ、安定した事業運営ができる契約内容へと見直してください。
・介護職員初任者研修受講料の全額補助、復職支援研修の実施、復職者への支援金交付を実施し、介護人材の確保に努めてください。

〇障がい児・者
◎質の高い特別支援教育に向け、特別支援教育推進計画を策定してください。
・公園遊具を更新する際には、ユニバーサル遊具を選定してください。
・多様な就労の機会を創出するため、超短時間雇用の促進を市の事業として掲げ、全市的に推進してください。
・安心安全な就労実習先として、庁内での受け入れ機会を拡充してください。
・移動支援事業は、事業所への送迎も余暇活動も保障できるだけの時間数へ拡充してください
・行動援護と移動支援を併用できるようにしてください。
・グループホームとして活用する土地の固定資産税の引き下げを行ってください。
・車いす利用者や視覚障がい者が、安心して歩ける歩道環境を整備してください。

〇ひきこもり支援
◎ひきこもり支援の地域プラットフォームづくりを進めてください。
・ひきこもり当事者の社会参加とアウトリーチを支援する、市民サポーターの養成制度を構築してください。
・東京都の３Ｃ補助金（居場所）を活用して、Weプラスの改修に予算をつけてください。

ケアする人もされる人も大切にされる社会へ
◎いこいーなサロンやオレンジカフェ、ケアラーズカフェなど歩いて行かれる居場所を、全ての地域に設置し、増やしてください。
◎若年性認知症に特化した利用施設、居場所、相談窓口を設置してください。
◎ヤングケアラーの早期発見に努め、育児支援訪問事業の適切な利用につなげてください。
◎すべてのケアラーを支える「ケアラー支援条例」を制定してください。

[bookmark: _Hlk87531317]
市民はまちづくりのプレイヤー　市民が主役のまちづくり
◎予算の使い方を市民が提案できる「市民参加型予算」を導入してください。
・市民協働企画提案事業で公益性があると認められた事業には、協働による事業継続のための予算をつけてください。
・街中いこいーなサロン事業では、家賃も補助金の対象項目としてください。
・市民が主役のまちを実現するため、市民協働推進条例を制定してください。

すべての人の人権が保障されるまちへ
◎発達段階に応じた包括的性教育を小中学校で実施してください。
・市のすべての施策に、女性とＬＧＢＴＱの視点を位置付けてください。
・都のパートナーシップ制度を積極的に活用し、同性カップルの不利益を解消してください
・ＳＯＧＩハラスメントを防ぐため、職員向け研修を実施してください。
・多文化共生推進指針を策定し、外国人市民との共生を目指す市の姿勢を打ち出してください。
・「やさしい日本語」を、出先機関も含め全庁的に周知・活用してください。
・「ジェンダー平等」「性の多様性」を踏まえた男女平等推進条例を制定してください

二度と戦争は起こさない　西東京市から恒久平和を発信する
◎「平和推進に関する条例」を深化させ、「非核平和条例」として制定してください。
・西東京市の非核・平和都市宣言文を冊子化し、子どもや市民に配布してください。
[bookmark: hit_anchor_8]・戦争の惨禍と平和の尊さを次世代へ継承するため、戦争体験者や語り部の話を聞く機会を積極的につくってください。
・自分の言葉で平和を語り、行動できる児童生徒を育成してください。
・修学旅行先に広島平和記念資料館、長崎原爆資料館を選定してください。

気候変動対策・持続可能なまちづくり
◎民生家庭部門のゼロカーボン化を促進するため、再生可能エネルギー電力切替促進事業を実施してください。
◎再生可能エネルギーの創出に向け、公共施設へのPPA導入を早急に進めてください。
◎小中学校の校舎、体育館の断熱改修を早急に進めてください。子どもたちへの環境教育となる断熱化ワークショップを実施してください。
◎学校の脱プラスチック化を進めてください。
◎環境配慮型の人工芝を選択してください。
◎雨水タンクの設置を助成してください。
◎無作為抽出の気候市民会議を開催し、市民からの提言を市の施策に生かしてください。
豊かなみどりを次世代に継承しよう
◎みどり基金を活用して、まちなかの良質な緑を維持・保全してください
・「作左衛門の森」を特別緑地保全地区に認定し、次世代へ継承してください。
[bookmark: _Hlk150321226][bookmark: _Hlk87516879]・農地を借りたい市民（市民農園、体験農園の体験者等）と、農地貸出を希望する生産者をマッチングするしくみを作り、生産緑地の保全と活用を積極的に進めてください。
・街路樹や公園樹木の更新の際には、樹冠被覆率を高める樹種を選定してください。
・自治体間連携による森林整備とカーボンオフセット事業を確実に実施してください。

食べることは生きること
◎都市農地を守り、地産地消を進めてください。
・学校給食に地場野菜を活用し、使用割合は30％を目指してください。
・学校給食にゲノム編集・遺伝子組み換え食品を使わないでください。苗の栽培もしないでください。
・オーガニック給食を段階的に取り入れてください。まずは友好姉妹都市と連携して、有機米の導入を進めてください。
・全世代が学べる食育プログラムを作ってください。

化学物質の汚染から身体と環境を守る
◎震災井戸のPFAS水質調査を継続し、基準値を超えた場合は、浄水器の設置など市独自の対策を進めてください。民間所有井戸も、希望者には測定の協力を行ってください。
・香害の啓発を全市的に展開し、公共施設をフレグランス・フリーゾーンにしてください。
・公共施設で使用する石けんや洗剤は、合成洗剤ではなく純石けんにしてください。
・循環型社会を実感できるよう、回収した廃食油から石けんを作り、公共施設で活用してください。
・市の玄関口となる駅前広場へは、喫煙スペースを設置しないでください。

災害時こそ人権の守られるまちへ
◎避難所難所の運営指針にスフィア基準およびＬＧＢＴＱの視点を位置づけ、DVや性暴力防止等の取り組みを明記してください。
・防災会議の女性割合は、５割を目指してください。
・避難行動要支援者個別計画の策定率向上とあわせて、福祉避難所ごとに受け入れ対象者を確定させ、ダイレクト避難の具体化に向けた検討を進めてください。
・福祉避難所への電源確保を進めてください。

市民がいきいきと過ごし、愛着の持てるまちへ
◎まちなかにベンチ設置を進め、歩いて休める道路空間を整備してください。残地や公共空地のほか人にやさしい条例に基づく提供公園へのベンチ設置を進めてください。
・公共交通空白地域の新たな移動手段の実証運行を継続してください。
・南芝団地内に、はなバスの停留所を設置してください。
・公営テニスコートを早期に整備してください。暫定的な対応として、ＭＵＦＧパークをはじめ民間テニスコートへの利用料補助を実施してください。
・市民文化プラザとOne for all西東京のにぎわいづくりに向け、地域交流スペースのあり方と警備体制の確保についてＴＭＧとの協議を進めてください。
・地域博物館の建設に向けた早急な検討を、市民とともに進めてください。
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